
徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
の
開
始
」
を
「（
市
町
村
以
外
の
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
開
始
」
に
改
め
、「（
市
町
村
以
外
の
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。）」

を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
告
示

第
二
条
第
二
項
の
表
六
の
項
１
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
市
町
村
内
」
を
「
町
村
の
区
域
内
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
の
申
出
」
の
下
に
「（
主

た
る
事
務
所
及
び
店
舗
が
一
の
町
村
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
販
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
３
中
「
卸
売
業
者
を
除
く
」
を
「
主
た
る
事
務
所
及
び
店
舗
が
一
の
町
村

の
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「（
卸
売
業
者
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

三
好
市

勝
浦
町
」
を
「
勝
浦
町
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

三
好
市

勝
浦
町
」
を
「
勝
浦
町
」
に

改
め
、
同
表
中
十
三
の
項
を
削
り
、
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
十
一
の
項
を
削
り
、
十
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
九
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
法
第
二
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
国
定
公
園
特
別
地
域
内
に
お
け
る
非
常
災
害
応
急
措
置
に

係
る
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
国
定
公
園
特
別
地
域
内
に
お
け
る
木
竹
の
植
栽
又
は
家
畜
の
放
牧
に
係
る

届
出
の
受
理

阿
南
市

三
好
市

第
二
条
第
二
項
の
表
八
の
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、「
三
好
市
」
を
「
阿
南
市

三
好
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
九
の
項
と
し
、
同
表
七
の
項
の
次
に
次
の

第
三
十
号

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
三
十
号

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

８５
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よ
う
に
加
え
る
。

八

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理
並
び
に
同
条
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
三
十
四
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
縦
覧

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
設
立
の
認
証
及
び
同
条
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
三
十
四
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
認
証
又
は
不
認
証
の
決
定
の
通
知

３

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
登
記
完
了
の
届
出

の
受
理

４

法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
仮
理
事
の
選
任

５

法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
特
別
代
理
人
の
選
任

６

法
第
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

７

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
役
員
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理

８

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
変
更
の
認
証
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理
及
び
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
定
款
変
更
の
届
出
の
受
理

９

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
の
受
理

１０

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
の
閲
覧
又
は
謄
写

１１

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
解
散
の
認
定
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
解
散
の
届
出
の
受

理
１２

法
第
三
十
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
届
出
の
受
理

１３

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
残
余
財
産
の
譲
渡
の
認
証

１４

法
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
に
対
す
る
意
見
の
陳
述
又
は
調
査
の
受
託
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
裁
判
所
に
対
す
る
意
見
の
陳
述

１５

法
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
清
算
結
了
の
届
出
の
受
理

１６

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
合
併
の
認
証
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

美
馬
市

初
校

８６
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１７

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

１８

法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令

１９

法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
設
立
の
認
証
の
取
消
し
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付

２０

法
第
四
十
三
条
の
二
（
法
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
警
察
本
部
長
の
意
見
の

聴
取

２１

法
第
四
十
三
条
の
三
（
法
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
警
察
本
部
長
の
意
見
の

聴
取

第
二
条
第
二
項
の
表
十
六
の
項
を
削
り
、
同
表
十
七
の
項
中
「
十
九
の
項
」
を
「
二
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
六
の
項
と
し
、
同
表
十
八
の
項
中
「
保
育
所
」
の
下
に
「（
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
二
十
の
項
、
二
十
一
の
項
、

二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
十
七
の
項
と
し
、
同
表
十
九
の
項
中
「（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
二
十
二
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
３
中
「
停
止
命
令
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
又
は
保
育
所
を
経
営
す
る
事
業
の
経
営
の
制
限
若
し
く
は
停
止
命
令
又
は
保
育
所
の
設
置
の
認
可
の
取
消
し
及
び
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止
命
令
」
を
加
え
、
同
項
４
及
び
５
を
削
り
、
同
項
を
同
表
十
八
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
九

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
市
町
村
が
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
１
に
お

い
て
同
じ
。）
の
開
始
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
変
更
又
は
廃
止
の

届
出
の
受
理

２

法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
係
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
検
査
及
び
調
査

３

法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止
命
令

阿
南
市

吉
野
川
市

美
馬
市

第
二
条
第
二
項
の
表
中
六
十
の
項
を
七
十
の
項
と
し
、
五
十
九
の
項
を
六
十
九
の
項
と
し
、
五
十
八
の
項
を
六
十
八
の
項
と
し
、
同
表
五
十
七
の
項
中
「
徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。）」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
同
項
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
１７
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
１８
中
「
１９
」
を
「
１８
」

に
改
め
、
同
１８
を
同
項
１７
と
し
、
同
項
中
１９
を
１８
と
し
、
同
項
２０
中
「
１９
」
を
「
１８
」
に
改
め
、
同
２０
を
同
項
１９
と
し
、
同
項
を
同
表
六
十
七
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

再
校
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六
十
六

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
以
下
こ
の
項
か
ら
六
十
八
の
項
ま
で
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
指
定
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
指
定
等
の
告
示

徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉

野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

三
好
市

第
二
条
第
二
項
の
表
五
十
六
の
項
中
「
吉
野
川
市
」
を
「
阿
南
市

吉
野
川
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
五
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
五
の
項
を
六
十
四
の
項
と
し
、
五
十
四
の
項

を
削
り
、
同
表
五
十
三
の
項
中
「
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
」
を
削
り
、
同

項
中
１
か
ら
６
ま
で
を
削
り
、
７
を
１
と
し
、
８
か
ら
１３
ま
で
を
６
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
を
同
表
六
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
十
二

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
給
計
画
の
認
定

２

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
計
画
の
変
更
の
認
定

３

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
建
設
又
は
管
理
の
状
況
に
係
る
報
告
の
徴
収

４

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
事
業
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認

５

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
事
業
者
に
対
す
る
改
善
命
令

６

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
認
定
の
取
消
し

石
井
町

那
賀
町

東
み
よ
し
町

第
二
条
第
二
項
の
表
五
十
二
の
項
中
「
徳
島
市

阿
波
市

三
好
市

那
賀
町
」
を
「
那
賀
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
一
の
項
と
し
、
同
表
五
十
一
の
項
中
「
小
松
島
市
」
を
「
小

松
島
市

阿
南
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
の
項
と
し
、
同
表
五
十
の
項
中
「
徳
島
市

牟
岐
町
」
を
「
牟
岐
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
九
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

五
十
八

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
の
認
可

２

法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
に
対
す
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
要
求
又
は
勧
告
、
助
言

若
し
く
は
援
助
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
に
対
す
る
措
置
命
令

３

法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
の
検
査
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
の
し
た
処
分
の
取
消
し
、
変
更
若
し
く
は
停
止
若
し
く
は
再
開
発
会
社
の
し
た
工
事
の
中
止

若
し
く
は
変
更
又
は
措
置
命
令
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
の
認
可
の
取
消
し
及
び
同
条
第

徳
島
市
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好
市
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五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
の
公
告

第
二
条
第
二
項
の
表
四
十
九
の
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
同
項
中
１
か
ら
３
ま
で
を
削
り
、
４
を
１
と
し
、
５
か
ら
１２
ま
で
を
３
ず
つ
繰
り
上
げ
、
１３
か
ら
１５

ま
で
を
削
り
、
１６
を
１０
と
し
、
１７
を
削
り
、
１８
を
１１
と
し
、
１９
を
１２
と
し
、
２０
を
１３
と
し
、
同
項
を
同
表
五
十
七
の
項
と
し
、
同
表
四
十
八
の
項
中
「
徳
島
市
」
を
「
徳
島
市

阿
南
市
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
六
の
項
と
し
、
同
表
四
十
七
の
項
１
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
中
「
徳
島
市

吉
野
川
市
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
五
十
五
の
項
と
し
、
同
表
四
十
六
の
項
１
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
中
「
徳
島
市
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
四

の
項
と
し
、
同
表
四
十
五
の
項
中
「
四
十
八
の
項
」
を
「
五
十
六
の
項
」
に
、「
徳
島
市

吉
野
川
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
三
の
項
と
し
、

同
表
四
十
四
の
項
中
「
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に
「（
町
村
が
施
行
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、「
徳
島
市

吉
野
川
市

三
好
市
」
を
「
石
井
町
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
二
の
項
と
し
、
同
表
四
十
三
の
項
を
削
り
、
同
表
四
十
二
の
項
中
「
四
十
八
の
項
」
を
「
五
十
六
の
項
」
に
改
め
、「
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に
「（
２
及
び
３
に
掲

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
町
村
が
施
行
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
１
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
５
中
「
２
」
を
「
４
」
に
改
め
、
同
５
を
同
項
７
と
し
、
同
項
４
中
「
２
」
を
「
４
」
に
改
め
、
同
４
を
同
項
６
と
し
、
同
項
３
中
「
２
」
を
「
４
」
に
改
め
、
同
３
を
同
項
５
と
し
、

同
項
２
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
２
を
同
項
４
と
し
、
同
項
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
施
設
の
区
域
内
の
土
地
の
指
定
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
指
定
を
す
べ
き
旨
等
の
申
出
の
受
理
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
土
地
の
買
取
り
の
申
出
等
の
相
手
方
の
決
定
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
指
定
等
の
公
告
（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
相
手
方
の
決

定
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

３

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
予
定
地
内
の
土
地
の
買
取
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
を
買
い
取
る
旨
又
は
買
い
取
ら
な
い
旨
の
通
知
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理

第
二
条
第
二
項
の
表
四
十
二
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

美
馬
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
一
の
項
と

し
、
同
表
四
十
一
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

美
馬
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
の
項
と
し
、
同
表
四
十

の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

美
馬
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
十
九
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
九
の
項
を
四

十
八
の
項
と
し
、
同
表
三
十
八
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

美
馬
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
十
七
の
項
と

し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
十
六

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
権
の
設
定
に
関
す
る
認
可
、
同
条
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
有
者
等
の
意
見
の
聴
取
、
法
第
五
十
条
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条
に

美
馬
市

つ
る
ぎ
町
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お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
係
る
通
知
及
び
公
示
並
び
に
法
第
五
十
条
第
五
項
（
法

第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
た
旨
の
通
知
及
び
市
町
村
事
務
所
へ
の
掲
示

２

法
第
五
十
一
条
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）
及
び
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
権
の
設
定
又
は
収
用
に
関
す
る
裁
定

３

法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
が
あ

っ
た
旨
の
公
示
及
び
通
知

４

法
第
五
十
三
条
第
二
項
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
収
用
委

員
会
の
意
見
の
聴
取
並
び
に
法
第
五
十
三
条
第
三
項
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
し
た
旨
の
通
知
及
び
公
示

５

法
第
五
十
七
条
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
っ
た
場
合
の
届
出
の

受
理

６

法
第
五
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
（
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
形
質

の
変
更
等
の
承
認

７

法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
関
す
る
裁
定

８

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
水
流
に
お
け
る
工
作
物
の
使
用
等
に
関
す
る
認
可

第
二
条
第
二
項
の
表
中
三
十
七
の
項
を
四
十
五
の
項
と
し
、
三
十
四
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
ま
で
を
八
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
三
十
三
の
項
中
「
藍
住
町
」
を
「
藍
住
町

上
板
町
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
十
一
の
項
と
し
、
同
表
三
十
二
の
項
中
「
上
板
町
」
を
「
上
板
町

つ
る
ぎ
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
十
の
項
と
し
、
同
表
三
十
一
の
項
中
１
及
び
２
を
削

り
、
３
を
１
と
し
、
４
を
２
と
し
、
同
項
５
中
「
か
ら
４
ま
で
及
び
７
」
を
「
、
２
及
び
５
」
に
改
め
、
同
５
を
同
項
３
と
し
、
同
項
６
中
「
５
ま
で
及
び
７
」
を
「
３
ま
で
及
び
５
」
に

改
め
、
同
６
を
同
項
４
と
し
、
同
項
７
中
「
３
及
び
４
」
を
「
１
及
び
２
」
に
改
め
、
同
７
を
同
項
５
と
し
、
同
項
を
同
表
三
十
九
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
七

工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緑
地
面
積
率
等
に
係
る
条
例
に
よ
る
準
則
の
策
定

２

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
の
新
設
の
届
出
の
受
理

勝
浦
町

那
賀
町

つ
る
ぎ
町

東
み
よ
し
町
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３

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理

４

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理

５

法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
者
に
対
す
る
勧
告

６

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
事
項
の
変
更
命
令

７

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮

８

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

９

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理

三
十
八

工
場
立
地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
に
お
け
る
製
品
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

勝
浦
町

那
賀
町

つ
る
ぎ
町

東
み
よ
し
町

第
二
条
第
二
項
の
表
三
十
の
項
中
「
三
好
市
」
を
「
三
好
市

石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
六
の
項
と
し
、
同
表
二
十
九
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

小
松
島
市

阿
南
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

三
好
市

勝
浦
町
」
を
「
勝
浦
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
五
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
四

中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
中
小
小

売
商
業
振
興
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
店
街
整
備
計
画
の
認
定
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
店
舗
集
団
化
計
画
の
認
定
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
の
認
定
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
の
認

定
及
び
同
条
第
八
項
（
令
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
所
管
大
臣
と
の
協
議

２

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

３

令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
の
認
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
認
定
の
取
消
し

石
井
町

那
賀
町

上
板
町

第
二
条
第
二
項
の
表
中
二
十
八
の
項
を
三
十
三
の
項
と
し
、
二
十
五
の
項
か
ら
二
十
七
の
項
ま
で
を
五
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
二
十
四
の
項
中
「
徳
島
市

鳴
門
市

阿
南
市

阿
波

市

美
馬
市

三
好
市

石
井
町
」
を
「
石
井
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
十
九
の
項
と
し
、
同
表
中
二
十
三
の
項
を
二
十
八
の
項
と
し
、
二
十
二
の
項
を
二
十
七
の
項
と
し
、
同
項
の

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
五

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
保
育
所
で
行
わ
れ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

１

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
開
始
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

阿
南
市

吉
野
川
市

神
山
町
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一
時
預
か
り
事
業
の
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
の

受
理

２

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
制
限
又
は
停
止
命
令

二
十
六

法
、
政
令
及
び
省
令
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
児
童
厚
生
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

１

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉

施
設
の
設
置
の
認
可
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
廃
止
又
は
休
止
の
承
認

２

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事

務
に
従
事
す
る
職
員
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る

改
善
命
令
等
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る
事
業
の
停
止
命
令

３

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
の
認
可
の
取
消
し

４

政
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検
査

５

省
令
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
か
ら
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
等
か
ら
の

届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
者
か
ら
の
届
出
の
受
理

阿
南
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

第
二
条
第
二
項
の
表
二
十
一
の
項
中
「
及
び
次
項
に
お
い
て
「
法
」
を
「
か
ら
二
十
六
の
項
ま
で
に
お
い
て
「
法
」
に
、「
に
お
い
て
「
政
令
」
を
「
及
び
二
十
六
の
項
に
お
い
て
「
政

令
」
に
、「
及
び
次
項
に
お
い
て
「
省
令
」
を
「
、
二
十
六
の
項
及
び
二
十
七
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
立
入
検
査
等
」
を
「
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
」
に
改
め
、

同
項
３
中
「
認
可
」
を
「
設
置
の
認
可
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
児
童
福
祉
に
」
を
「
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
」
に
、「
立
入
検
査
等
」
を
「
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
二
十
四
の
項
と
し
、
同
表
中
二
十
の
項
を
二
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
保
育
所
で
行
わ
れ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
係
る
も
の
を
除

く
。）

１

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
開
始
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出
の
受
理

２

法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
係
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
検
査
及
び
調
査

３

法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止
命
令

阿
南
市

吉
野
川
市

神
山
町
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二
十
一

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止
命
令
（
保
育
所
で
行
わ
れ
る
一
時

預
か
り
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

阿
南
市

吉
野
川
市

神
山
町

二
十
二

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
の
経
営
の
制
限
若
し
く
は
停
止
命
令
又
は
児

童
厚
生
施
設
の
設
置
の
認
可
の
取
消
し

阿
南
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美
馬
市

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
法
令
若
し
く
は
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」

と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
当
該
事
務
に
係
る
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の

行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
当
該
事
務
に
係
る
法
令

等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

提
案
理
由

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
長
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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